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仕様書 

 

１　業務名 

渋川市○○地域包括支援センター運営業務委託 

 

２　委託期間 

令和９年４月１日から令和１２年３月３１日まで（３年間） 

 

３　業務圏域 

業務圏域（担当地域）は下記のとおりとする。 

受注者は、受注した業務圏域内に地域包括支援センター（以下「センター」

という。）を置く。 

センター名 日常生活圏域 担当地域

渋川市○○地域包括支 ○○ ○○

援センター

 

４　人員体制 

（１）　職員の配置 

センターには次の表の職員を配置すること。アからウの資格を有する専

門職員（以下「三職種」という。）は、欠員になる期間がないよう十分に 

留意すること。 

職種 勤務形態 人数 補足
     

    準ずる者を配置する場合は、５（１） 
ア 保健師 常勤専従 １名以上  

の要件を満たす者 

     
    準ずる者を配置する場合は、５（２） 
イ 社会福祉士 常勤専従 １名以上  
 の要件を満たす者 

     
 主任介護   準ずる者を配置する場合は、５（３） 
ウ  常勤専従 １名以上  

支援専門員 の要件を満たす者 

    センターの職務及び指定介護予防支援 
エ 管理者 常勤 １名  

事業所の職務との兼務可

    必要に応じて事務職や介護支援専門員 
オ その他 適宜 適宜  

等の追加配置可
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（２）　職員の補充 

三職種いずれかの職員が、長期休暇等の取得又は退職等により３０日以

上の欠員が見込まれる場合は、発注者に申し出るとともに、今後の対応を

協議すること。また、速やかに代替職員を補充すること。 

 

５　三職種に準ずる者の配置 

渋川市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例

（平成２７年渋川市条例第１７号）第４条第１号から第３号に規定する保健

師、社会福祉士及び主任介護支援専門員に準ずる者（以下「三職種に準ずる

者」という。）の要件及び配置は次のとおりとする。 

（１）　保健師に準ずる者 

地域ケア、地域保健等に関する経験があり、かつ、高齢者に関する公衆

衛生業務経験を１年以上有する看護師（准看護師を除く）とする。 

 

（２）　社会福祉士に準ずる者 

福祉事務所の現業員等の業務経験が５年以上又は介護支援専門員の業務

経験が３年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に３

年以上従事した経験を有する者とする。 

 

（３）　主任介護支援専門員に準ずる者 

「ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進について」

（平成１４年４月２４日付け老発第０４２４００３号厚生労働省老健局長

通知）に基づくケアマネジメントリーダー研修を修了し、介護支援専門員

としての実務経験を有し、かつ、介護支援専門員の相談対応や地域の介護

支援専門員への支援等に関する知識及び能力を有している者又は直近の主

任介護支援専門員の受講資格を有し、当該研修を受講修了見込みの介護支

援専門員のいずれかとする。 

 

（４）　準ずる者の一時的な配置 

三職種については、原則としてそれぞれ三職種の有資格者（以下「当該

有資格者」という。）を配置するものとし、当該有資格者の配置が困難な

場合は、三職種に準ずる者を配置することができるが、社会福祉士に準ず

る者及び主任介護支援専門員に準ずる者の配置については、一時的なもの

とし、速やかに当該有資格者を補充しなければならない。 

 

６　法令等の遵守及び契約解除 

（１）　法令等の遵守 

受注者はセンターを運営するにあたり、関係法令、条例及び規則等を遵
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守するとともに、渋川市地域包括支援センター運営方針に従うこと。 

 

（２）　公平性・中立性の確保 

受注者は、センターを運営するにあたり、正当な理由なく特定の事業者

・団体・個人を有利に扱うことがないよう十分配慮すること。 

 

（３）　契約の解除 

その業務につき著しく不適当と認めた場合、又は関係法令、条例及び規

則等に定める事項に違反した場合は、委託期間の満了日以前に契約を解除

する場合がある。 

また、受注者の都合による予告のない契約の解除権の行使は認めない。 

 

７　業務内容 

業務内容は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）

第１１５条の４５第１項及び第２項に規定する業務等で次のとおりとする。 

なお、法改正等により業務が追加、変更及び削減される場合は、随時、契

約内容等を変更するとともに、業務を実施するものとする。 

（１）　包括的支援事業（法第１１５条の４５第１項、第２項） 

ア　介護予防ケアマネジメント業務（法第１１５条の４５第１項第１号） 

基本チェックリストにより判断された事業対象者及び要支援１、要支

援２の認定を受けている方に対して、介護予防及び日常生活支援を目的

として、その心身の状況等に応じて対象者自らの選択に基づき、訪問型

サービス、通所型サービス、その他の生活支援サービス等適切な事業が

包括的・効率的に実施されるよう必要な援助を行うこと。 

（ア）　業務の流れ 

ａ  利用申し込みの受付 

ｂ　アセスメント 

ｃ　介護予防サービス計画原案の作成 

ｄ　サービス担当者会議 

ｅ　介護予防サービス計画の同意と交付 

ｆ　モニタリング 

ｇ　評価と再アセスメント 

ｈ　給付管理 

ｉ　請求 

なお、介護予防ケアマネジメントの類型については、利用者の状

態や基本チェックリストの結果及び本人や家族の意向等を踏まえ、

ケアマネジメントＡ・Ｂ・Ｃのいずれかで実施すること。 

（イ）　介護予防ケアマネジメント費 
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介護予防ケアマネジメント業務に係る介護予防ケアマネジメント費

は、受注者の収入とする。 

（ウ）　研修の受講 

介護予防ケアマネジメント業務に従事するセンターの職員は、厚生

労働省の定める介護予防支援従事者研修を修了していなければならな

い。 

（エ）　担当件数の上限 

前記４　人員体制（１）の三職種の指定介護予防ケアプラン担当件

数は、介護予防ケアマネジメントと介護予防支援を合わせて、１人当

たり２０件以下とすること。 

（オ）　介護予防ケアマネジメント業務の委託 

受注者は、下記の条件を遵守したうえで業務の一部を指定居宅介護

支援事業所に委託することができる。ただし、一定の指定居宅介護支

援事業所へ偏らないよう配慮し、委託を行うこと。 

ａ　業務の委託に関し、渋川市高齢者福祉推進委員会（以下「委員会」

という。）の承認を経なければならない。 

ｂ　委託先の介護支援専門員は厚生労働省の定める介護予防支援従事

者研修を修了していなければならない。 

ｃ　受注者は、委託先の指定居宅介護支援事業所が作成した介護予防

サービス計画原案の適切性や内容の妥当性を確認・指導すること。 

また、委託先の指定居宅介護支援事業所が作成した評価表に関し

ても内容について確認すること。 

ｄ　委託先の指定居宅介護支援事業所に対し、介護予防ケアマネジメ

ント費と同額を支払うこと。 

※介護予防ケアマネジメント業務と指定介護予防支援業務は制度と

しては別だが、その実施にあたっては共通の考え方に基づき一体

的に実施すること。 

イ　総合相談支援業務（法第１１５条の４５第２項第１号） 

担当地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を

継続していくことができるようにするため、どのような支援が必要かを

把握し、地域における適切なサービス、関係機関及び制度の利用につな

げる等の支援を行うこと。支援の際には、情報の共有や相互の助言等を

通じ、三職種それぞれの専門性を活かして連携して対応すること。 

（ア）　総合相談業務 

本人、家族、近隣住民及び地域のネットワーク等を通じた様々な相

談を受けて、的確な状況把握等を行い、専門的・継続的な関与又は緊

急の対応の必要性を判断すること。高齢者に関する様々な相談に対し、

適切な機関・制度・サービスにつなぎ継続的に支援を行うこと。 
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（イ）　地域包括支援ネットワーク構築業務 

要援護者の発見や総合相談・支援につなげ、継続的な見守りが行え

るよう、地域における様々な関係者のネットワークの構築を図るとと

もに、地域に必要な社会資源がない場合は、その開発に取り組む等、

高齢者を地域全体で支える仕組み作りを行うこと。 

（ウ）　実態把握業務 

（イ）で構築したネットワークを活用するほか、様々な社会資源と

の連携、高齢者への戸別訪問、家族や近隣住民、民生委員児童委員か

らの情報収集等により、高齢者の心身の状況や家族の状況等について

の実態把握を行うとともに、地域の特性と課題を把握し、地域特性に

係る課題の解決に向けた取組を行うこと。 

（エ）　その他 

センターが気軽に相談できる窓口であることを周知する啓発活動が

必要である。地域活動への参加、受注者のホームページ等を活用する

こと。 

ウ　権利擁護業務（法第１１５条の４５第２項第２号） 

権利侵害を受けている、又は受ける可能性が高いと想定される高齢者

が、地域で安心して尊厳のある生活を行うことができるよう権利侵害の

予防や対応を専門的に行うこと。 

（ア）　高齢者虐待の防止及び対応 

虐待通報を受けた際には、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対

する支援等に関する法律（平成１７年法律第１２４号）等に基づき、

速やかに適切な対応をとること。 

なお、権利擁護業務には老人福祉法等に基づいて発注者の権限発動

が不可欠になる場合が多くあることから、受注者は発注者の責務を認

識し支援する必要がある。 

また、発注者の権限行使のために必要な要件を、専門性を活かして

明確にすること。 

ａ　事実確認 

ｂ　コアメンバー会議に基づく判断と方針決定 

ｃ　支援計画策定 

ｄ　モニタリング・評価 

ｅ　終結とフォローアップ 

（イ）　消費者被害の防止及び対応 

地域における消費者被害に関する情報を把握し、高齢者や家族、民

生委員児童委員や介護支援専門員等にも啓発を行い、消費者被害につ

いての相談・情報がもたらされるような働きかけをしていくこと。ま

た、消費生活センターと連携を図り消費者被害に対応していくこと。 
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（ウ）　判断能力を欠く常況にある人への支援 

日常生活自立支援事業、成年後見制度等の権利擁護を目的とするサ

ービスや仕組みを活用し、適切なサービスや専門機関につなぐこと。 

（エ）　困難事例等への対応 

高齢者やその家族に重層的な課題が存在している場合や高齢者自身

が支援を拒否している場合等の困難事例を把握した場合には、センタ

ーでその対応方針を検討・決定したうえで、中央地域包括支援センタ

ーへ報告し、助言等を受けること。 

エ　包括的・継続的ケアマネジメント支援業務（法第１１５条の４５第２

項第３号） 

地域の高齢者が住み慣れた地域で暮らすことができるよう、個々の高

齢者の状況や変化に応じた包括的・継続的なケアマネジメントを介護支

援専門員が実践することができるように、地域の基盤を整えるとともに

介護支援専門員に対する支援を行うこと。 

（ア）　包括的・継続的なケア体制の構築業務 

（イ）　地域における介護支援専門員のネットワーク構築業務 

（ウ）　実践力向上のための研修会等の開催 

（エ）　発注者又は他のセンターと協働した研修会の実施 

（オ）　個別相談業務 

（カ）　支援困難事例等への助言・相談業務 

（キ）　地域ケア会議の活用 

 

（２）　指定介護予防支援事業（法第８条の２第１６項、法第５８条、法第

１１５条の２２） 

介護保険における予防給付の対象となる要支援者が介護予防サービス等

の適切な利用を行うことができるよう、その心身の状況、置かれている環

境等を勘案し、介護予防サービス計画を作成するとともに、当該計画に基

づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、介護予防サービス

事業者等の関係機関との連絡調整等を行うこと。 

受注者は、指定介護予防支援事業を実施するために、法第１１５条の２

２の規定に基づき指定を受けるとともに、法令及び条例等で定められた各

基準を遵守するものとする。 

ア　指定介護予防支援業務（予防給付のマネジメント） 

（ア）　業務の流れ 

ａ　利用申し込みの受付 

ｂ　アセスメント 

ｃ　介護予防サービス計画原案の作成 

ｄ　サービス担当者会議 
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ｅ　介護予防サービス計画書の同意と交付 

ｆ　モニタリング 

ｇ　評価と再アセスメント 

ｈ　給付管理 

ｉ　請求 

（イ）　指定介護予防支援費 

指定介護予防支援業務に係る介護予防支援費は、受注者の収入とす

る。 

（ウ）　研修の受講 

指定介護予防支援業務に従事するセンターの職員は厚生労働省の定

める介護予防支援従事者研修を修了していなければならない。 

（エ）　担当件数の上限 

前記４　人員体制（１）の三職種職員の介護予防ケアプラン担当件

数は、介護予防支援と介護予防ケアマネジメントを合わせて、１人当

たり２０件以下とすること。 

（オ）　指定介護予防支援業務の委託 

受注者は、下記の条件を遵守したうえで業務の一部を指定居宅介護

支援事業所に委託することができる。ただし、一定の指定居宅介護支

援事業所へ偏らないよう配慮し、委託を行うこと。 

ａ　業務の委託に関し、委員会の承認を経なければならない。 

ｂ　委託先の介護支援専門員は厚生労働省の定める介護予防支援従事

者研修を修了していなければならない。 

ｃ　受注者は、委託先の指定居宅介護支援事業所が作成した介護予防

サービス計画原案の適切性や内容の妥当性を確認・指導すること。

また、委託先の指定居宅介護支援事業所が作成した評価表に関して

も内容について確認すること。 

ｄ　委託先の指定居宅介護支援事業所に対し、指定介護予防支援費と

同額を支払うこと。 

※指定介護予防支援事業と介護予防ケアマネジメントは制度と

しては別だが、その実施にあたっては共通の考え方に基づき

一体的に実施すること。 

イ　指定介護予防支援業務（運営に関する基準） 

次に示すもののほか、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並び

に指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準（平成１８年厚生労働省令第３７号）を遵守するものとする。 

（ア）　非常時等における業務の継続及び再開 

感染症や非常災害の発生等について、早期の業務再開を図り継続的

にサービスを提供できるよう検討及び計画のうえ、職員に周知徹底を
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図るとともに、研修及び訓練を定期的に実施すること。 

（イ）　感染症対策及び研修・訓練 

センターにおける感染症の予防及びまん延の防止を検討のうえ、感

染対策を行い、職員に対し研修及び訓練を定期的に実施すること。 

（ウ）　虐待の防止 

虐待防止責任者を設置し、虐待の発生又は再発の防止について検討

のうえ、職員に周知徹底を図るとともに、研修を定期的に実施するこ

と。 

 

（３）　多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築（法第１１５条

の４６第７項） 

包括的支援事業を効果的に実施するために、介護サービスに限らず地域

の保健・福祉・医療サービスやボランティア活動、インフォーマルサポー

ト等のさまざまな社会的資源が連携することのできる環境整備を行うこ

と。 

ア　地域ケア会議の運営及び協力 

イ　高齢者等あんしん見守りネットワークへの協力及び周知活動 

ウ　その他地域包括支援ネットワーク構築に必要な活動 

 

（４）　地域包括ケアシステムに関すること 

地域包括ケアシステムに関する事業を発注者と連携して行うこと。 

ア　在宅医療・介護連携推進事業（法第１１５条の４５第２項第４号） 

渋川地区在宅医療介護連携支援センターの実施する在宅医療・介護連

携推進事業に参画し、協力すること。 

イ　生活支援体制整備事業（法第１１５条の４５第２項第５号） 

（ア）　生活支援・介護予防サービスの体制整備に向けて、担当圏域の

地域助け合い活動推進協議体に参加すること。 

（イ）　協議体の構成員として情報を共有し、地域の課題解決やサービ

ス検討等を生活支援コーディネーターや他構成員と協力して行うこ

と。 

ウ　認知症総合支援事業（法第１１５条の４５第２項第６号） 

認知症高齢者の急速な増加が見込まれている中で、認知症になっても

住み慣れた地域で安心して生活を継続できる体制構築を行うこと。 

また、地域住民に対して、認知症の正しい知識や相談窓口についての

普及・啓発を図るとともに、本人やその家族等からの認知症の相談に対

し適切な助言等、必要な支援を行うこと。 

なお、発注者主催又は受注者協同の会議及び講座等への協力、緊急を

要する相談又は支援等に随時対応すること。 
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（ア）　認知症初期集中支援の推進 

認知症の早期診断・早期対応が必要な個別事例を、認知症初期集中

支援チームへつなげること。また、同チームが開催するチーム員会議

に出席するとともに同チームとの連携を図ること。 

（イ）　認知症地域支援の推進 

認知症地域支援推進員と連携を図り、認知症の普及啓発等を行うと

ともに、認知症地域支援・ケア向上事業等を利用し、認知症の地域支

援を推進すること。 

（ウ）　認知症高齢者等の捜索支援 

認知症等により行方不明になるおそれのある高齢者の家族に対し、

認知症高齢者等捜索支援登録事業について説明を行い、必要に応じて

手続きを行うこと。 

（エ）　認知症サポーター養成の支援 

認知症サポーター養成講座を開催し、加えて市民からの要請に応じ、

随時、講座を開催すること。講師はキャラバン・メイト養成研修を受

講し、登録されている者が行うこと。 

エ　地域ケア会議推進事業（法第１１５条の４８） 

支援が必要な高齢者等への適切な支援を行うための検討を多様な関係

者で行うとともに、個別ケースの検討によって把握・共有した地域課題

を地域づくりや政策形成に結びつける。地域ケア会議は、次のとおり協

力等し、又は設置及び運営すること。 

（ア）　発注者が主催する地域ケア推進会議への協力 

（イ）　地域ケア圏域会議の設置及び運営 

（ウ）　地域ケア個別会議の設置及び運営 

（エ）　自立支援型地域ケア会議への参画及び運営 

 

（５）　介護予防に関する支援（法第１１５条の４５第３項第３号） 

ア　介護予防教室を年１回以上実施 

イ　介護予防に関する普及啓発の実施 

ウ　介護予防地域活動組織（サロン等）の支援 

 

（６）　介護者に対する支援（法第１１５条の４５第３項第２号） 

ア　家族介護教室を年１回以上実施 

イ　介護者に対し介護方法の普及啓発や相談支援の実施 

 

（７）　災害発生時等の対応 

災害発生時等には、国や地方自治体の指示に従い、発注者と連携のもと、

市民サービスに努めること。 
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（８） 　その他の業務 

ア　発注者が開催する会議及び研修会等へ出席をするとともに、それらを

通じて発注者及びセンター同士の緊密な連携を図ること。 

イ　必要に応じて、委員会での報告・説明等に関すること。 

ウ  その他必要に応じて発注者から依頼のある各種調査・講座に関するこ

と。 

エ　各事業の詳細は一般財団法人長寿社会開発センターが作成する「地域

包括支援センター運営マニュアル」に従い実施すること。 

なお、前記マニュアルについては常に最新版に留意し、改正された場

合は最新のものを優先することとする。 

 

８　事務所及び設備 

センターの設置場所及び設備については、業務開始日までに受注者が確保

・整備すること。 

また、整備に関する経費は、受注者が負担すること。その他契約について

発注者は一切関与しないものとする。 

（１）　事務所 

ア　センターを設置する建物等については、建築基準法、消防法その他の

法令等を遵守していること。 

イ　土地及び建物は、自己所有又は賃貸のどちらでも可とする。 

ウ　所在地が明確になるよう、センターの看板及び案内板等を適宜設置す

ること。 

エ　高齢者に配慮した建物及び設備とし、相談窓口は施設の１階に設ける

ことが望ましい。相談窓口を２階以上に設置する場合は、エレベーター

やエスカレーターを有する建物を準備する等高齢者に配慮した建物とす

ること。 

オ　センターの運営に必要な事務室及び相談室を設けること。 

（ア）　事務室については、居宅介護支援事業所とは別に設置すること。 

（イ）　相談室については、必ずしも別の部屋にある必要はなく併設す

る法人本体施設、サービス提供部門等と共用することは差し支えない。 

また、簡易に移動できるパーティションにより設置することも可能

とするが、相談者に配慮した形態とすること。 

カ　来訪者用の駐車場を確保し、自動車での来訪者にも十分に配慮するこ

と。 

 

（２）　設備 

ア　受付及び軽易な相談にも対応可能な受付カウンター等を設置するこ
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と。 

イ　事務室には、机、椅子、鍵付きの書類保管庫のほか、センター専用の

固定電話、ファクシミリ、パソコン、プリンター及びシュレッダーを設

置すること。 

ウ　センターが常時利用できるインターネット回線（光回線等）を整備し、

専用の電子メールアドレスを取得すること。 

エ　指定介護予防支援事業・第１号介護予防支援事業に関する利用者管理

及び群馬県国民健康保険団体連合会へ給付費等請求事務を行うためのシ

ステム等を整備すること。 

オ　センターの職員が専用に利用できる自動車を１台以上配備すること。

自動車の設置及び維持に関する費用や交通事故等の損害金、その他自動

車に関する一切の責任は受注者が負うものとする。 

 

９　業務時間等 

（１）　窓口開設日 

月曜日から金曜日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までは除く） 

 

（２）  窓口開設時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

窓口開設時間においては、センター職員が直接窓口対応又は電話対応が

できるよう努めること。 

 

（３）　相談等受付時間 

電話等により２４時間対応可能な連絡体制を確保し、また緊急時に対応

が取れるような体制を確保すること。 

なお、前記（２）窓口開設時間外における緊急時の連絡体制については、

受注者の本体施設等との連携による対応としても差し支えないものとす

る。 

 

（４）　その他 

ア　窓口開設日及び時間については、上記を超えて実施することも可能で

あるが、その場合は発注者の承認を得ること。 

イ　業務時間帯以外であっても発注者、地域の住民及び関係団体等の会議

出席及びその他必要な業務について依頼する場合がある。 

 

１０　その他 

（１）　保険の加入 
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受注者は、本事業の実施に係る賠償保険等に加入すること。 

 

（２）　業務の引継 

ア　受注者が変更となる場合、変更後の受注者は業務の移行を円滑に行う

ため、変更前の受注者と協力して業務全般にわたる引継ぎを令和９年３

月末までに行うこと。 

また、業務の準備、事業計画等の作成、研修への参加等を行うこと。 

イ　変更後の受注者においては、高齢者や地域住民等に対して、設置場所、

業務の引継ぎ等について十分に説明を行い、理解が得られるように最大

限の配慮をすること。 

ウ　業務引継ぎに必要となる経費は、変更後の受注者が負担すること｡ 

エ　次回契約時に受注者が変更となる場合は、業務の移行を円滑に行うた

め、変更後の受注者と協力して業務全般にわたる引継ぎを、発注者が指

示する日までに行うこと。 


